
- 1 - 

 

命 令 書 

 

 

 

 再 審 査 申 立 人  Ｙ会社 

 

 

 

再 審 査 被 申 立 人  Ｘ組合 

 

 

上記当事者間の中労委令和６年（不再）第８号事件（初審大阪府労委令和５

年（不）第１６事件）について、当委員会は、令和７年５月２１日第３７４回

第三部会において、部会長公益委員石井浩、公益委員鹿野菜穂子、同鹿士眞由

美、同小西康之、同川田琢之出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

  

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

   本件は、再審査申立人であるＹ会社（以下「会社」という。）が、再審

査被申立人であるＸ組合（以下「組合」という。）の組合員であるＡ１に
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対する休職命令の撤回等を議題とする令和４年６月２０日付けの団体交渉

（以下「団交」という。）申入れ（以下「本件団交申入れ」という。）に

応じなかったことは労働組合法（以下「労組法」という。）第７条第２号

の不当労働行為に該当するとして、令和５年３月２９日、組合が大阪府労

働委員会（以下「大阪府労委」という。）に救済申立て（以下「本件救済

申立て」という。）をした事案である。 

なお、会社は、令和４年６月６日、Ａ１に対し、「休職命令通知書」

（以下「４．６．６休職命令通知書」という。）を送付し、休職を命令し

た（以下「４．６．６休職命令」という。）。 

２ 初審において組合が請求した救済の内容の要旨 

⑴ 誠実団体交渉応諾 

⑵ 謝罪文の掲示及び手交 

３ 初審命令の要旨 

大阪府労委は、令和６年２月９日付けで、会社が本件団交申入れに応じ

なかったことは労組法第７条第２号の不当労働行為に該当するとして、①

本件団交申入れに応じること及び②文書交付を命じ、同年２月１３日、会

社及び組合に対し、命令書（以下「初審命令」という。）を交付した。 

４ 再審査申立ての要旨 

会社は、令和６年２月２０日、初審命令を不服として、同命令の取消し

及び本件救済申立ての棄却を求めて、当委員会に対し、再審査を申し立て

た。 

５ 本件の争点 

   会社が本件団交申入れに応じなかったことは、労組法第７条第２号の不

当労働行為に当たるか。 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 会社の主張 
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⑴ 会社が本件団交申入れに応じなかったのは、以下のとおり、Ｃ１協同

組合（以下「Ｃ１協」という。）から、組合との個別の接触・交渉を控

えるよう指示されていたからであり、また、Ａ１に対する休職命令の撤

回に関する議題については、団交を開催しても譲歩・合意の余地がなく、

団交を行うこと自体無意味であると考えたからである。 

ア(ｱ) 組合は、かねてより生コンクリート（以下「生コン」という。）

工場や生コン納入先現場における業務妨害行為、多額の金員の恐

喝行為等の反社会的活動を「組合活動」と称して行ってきたが、

平成２９年１２月１２日から数日間、大阪、兵庫地区等の複数の

申立外生コン製造会社に対してゼネストを行った（後記第３の３

⑴参照。以下「本件ゼネスト」という。）。本件ゼネストは、大

規模な業務妨害行為を伴うものであり、それ以降、組合の反社会

的組合活動は社会問題化した。 

Ｃ１協は、中小企業等協同組合法に基づき設立された協同組合

であるが、生コン業界の労使関係の正常化を志向する立場から、

組合の上記反社会的組合活動に屈服せず、本件ゼネスト以降、組

合と全面的な対立抗争関係にある。なお、会社は、Ｃ１協の組合

員である。 

(ｲ) Ｃ１協は、本件ゼネストを受けて、平成３０年１月２３日付けで、

組合員である各企業に対し、組合との必要な交渉はＣ１協が対応

するので、Ｃ１協の組合員である各企業は組合との個別の接触・

交渉等を控えるよう指示をした（以下「本件指示」という。）。

本件指示に反して処分を受けた企業もある。 

しかるに、Ｃ１協の組合員である各企業がそれぞれ個別に組合

に対応していると、上記反社会的組合活動を誘発することになる

から、組合との交渉窓口をＣ１協に一本化するとのＣ１協の方針
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には合理性があり、Ｃ１協の本件指示はやむを得ないものと思わ

れる。 

もとより、本件指示は、必ずしも画一的・包括的に組合との接

触・交渉等を禁止するものではないと思われるが、本件団交申入

れは、Ａ１の復職自体が目的というよりも、Ｃ１協との対立抗争

のための組合の拠点確保が目的であると考えざるを得ないので、

会社がＣ１協の方針等から離れて独自に対応することには大きな

リスクがある。 

このように、組合との交渉窓口をＣ１協に一本化するとのＣ１

協の方針には合理性があり、会社はそれに従わざるを得ない立場

にあるから、会社が本件指示に従って本件団交申入れに応じなか

ったことには正当な理由がある。 

イ 本件団交申入れの核心的要求と会社が考えていたＡ１に対する休

職命令の撤回に関する議題は、組合の下部組織であり、会社に雇用

される労働者で組織されているＡ２分会（以下「分会」といい、組

合と併せて「組合ら」という。）の唯一の分会員であるＡ１が組合

に加入する前に発令した４．６．６休職命令の撤回を求めるもので

ある。しかるに、会社としては、このようなケースで休職命令を撤

回することは事実上困難というほかなく、仮に団交を開催しても譲

歩・合意の余地はないことが明らかであるから、会社は団交を行う

こと自体無意味であると考えた。そして、会社が本件団交申入れに

応じて、団交においてＡ１に対する休職命令について譲歩の余地が

ないことを説明すること自体、上記アのとおりリスクがあるから、

会社が本件団交申入れに応じなかったことには正当な理由がある。 

⑵ したがって、会社が本件団交申入れに応じなかったことは、労組法第

７条第２号の不当労働行為には当たらない。 
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２ 組合の主張 

⑴ 会社の主張する本件団交申入れに応じなかった理由は、いずれも団交

を拒否し得る正当な理由には当たらない。 

    すなわち、会社は、Ｃ１協の本件指示に従わずに本件団交申入れに応

じることにはリスクがあると主張するが、そのように考えること自体不

当労働行為であり、団交を拒む正当な理由とはならない。 

    また、会社は、Ａ１に対する休職命令の撤回に関する議題については、

譲歩・合意の余地がなかったために、本件団交申入れに応じなかったと

主張するが、組合が団交申入れをしている以上、会社はこれに応じなけ

ればならないのは当然のことである。 

⑵ したがって、会社が本件団交申入れに応じなかったことは、労組法第

７条第２号の不当労働行為に当たる。 

 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 会社等 

   ア 会社 

会社は、肩書地に本社を置き、生コンの製造販売等を主たる業務

とする株式会社であり、その従業員数は初審審問終結時（令和５年

１０月２７日）で９名である。 

 

   イ Ｃ１協 

     Ｃ１協は、中小企業等協同組合法に基づき設立された協同組合であ

り、大阪府及び兵庫県の生コン製造事業者を組合員企業とし、組合

員企業が取り扱う生コンの共同受注・共同販売事業を行っている。  

なお、会社は、Ｃ１協に加入している。 
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⑵ 組合等 

ア 組合 

組合は、肩書地に事務所を置き、主に近畿２府４県のセメント・

生コン産業、トラック産業、建設業、清掃・産業廃棄物処理業、一

般業種で働く労働者で組織される労働組合で、その組合員数は再審

査結審時（令和６年７月１６日）で約５００名である。 

組合の下部組織として、分会がある。 

 

イ Ａ１ 

Ａ１は、会社の運転手として働いていた。 

 

２ 会社の就業規則 

会社の就業規則では、以下のとおり定められている。 

    「（休職） 

      第４７条 試用期間満了後の正社員が次のいずれかに該当すると

きは休職を命じることがある。ただし、以下の①および

②の休職事由が業務外の傷病などを原因とする場合にお

いて、当該傷病が休職期間中の療養によって従前の労務

提供ができるまでに回復する可能性が低いと会社が認め

た場合は、休職を命じることなく、普通解雇にすること

がある。また、状況によって、休職を命じることなく、

一定期間の欠勤の容認をすることがある。 

① 業務外（通勤災害含む）の傷病による欠勤が３カ月

以内（欠勤の起算日は会社の指定による）に通算３０

労働日に亘ったときで、従前の労務提供ができない、
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と会社が認めたとき。ただし、状況によっては欠勤が

通算３０労働日に至る前に休職を命じることがある。 

② 業務外の傷病により、欠勤をするほどではないもの

の、常に所定労働時間の労働ができない、もしくは職

務遂行能力の著しい低下などで、完全な労務提供がで

きず、その回復に一定の期間を要する、と会社が認め

たとき。 

③ （以下略）                  」 

「（休職期間） 

第４８条 休職期間は次のとおりとする。ただし、状況により

休職期間を延長することがある。 

１）前条第１項①および②の場合は、１８０暦日以内で

会社が必要と認めた期間 

なお、会社が必要と認めた期間が１８０暦日未満

でかつ休職事由が継続している場合は、その期間を

延長することがある。 

          ２）（以下略）                 」 

 

    「（休職期間満了時の手続き） 

      第５０条 休職者が休職期間満了までに休職事由が消滅しない場

合は、休職期間満了の日をもって一般退職とする。  」 

 

３ 本件申立てに至る経緯 

⑴ 平成２９年１２月１２日から数日間、組合は、「セメント輸送、生コ

ン輸送の運賃引き上げとＣ協の民主化」を要求事項に掲げ、大阪、兵庫

地区等の複数の申立外生コン製造会社等に対してゼネストを行った（本
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件ゼネスト）。 

 

⑵ Ｃ１協は、本件ゼネストを受けて、３０年１月２３日付けで、組合員

である各企業に対し、組合との必要な交渉はＣ１協が対応するので、Ｃ

１協の組合員である各企業は組合との個別の接触・交渉等を控えるよう

指示をした（本件指示）。 

    Ｃ１協がその組合員に宛てた本件指示に係る文書の内容は、次のとお

りである。 

    「 当協同組合は昨年１２月１２日よりＸ組合により行われた威力業

務妨害行為に対し、平成２９年１２月１９日に大阪地方裁判所へ

仮処分命令申立を申請し、現在係争中です。（中略） 

また、仮処分申し立て及び今後の対応については、平成３０年

１月９日理事会・１月１２日臨時総会において全会一致で決定し

ています。 

そこで、必要な交渉等については、当協同組合顧問弁護団の協

力を得て、当協同組合として対応致しますので、Ｘ組合との個別

の接触・交渉等は厳にお控えください。 

なお、決議の趣旨に反した場合には、厳正な対処を行うことと

いたしますので、ご留意下さい。」 

 

⑶ ３１年４月頃、Ａ１ら組合員数名は、会社に対し、組合からの脱退届

を提出した。 

 

⑷ 令和３年８月２日、Ａ１は、通勤途上に交通事故に遭い、同日以降会

社で就労していない。 
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⑸ 令和４年６月６日、会社は、Ａ１に対し、４．６．６休職命令通知書

を送付し、休職を命令した（４．６．６休職命令）。 

４．６．６休職命令通知書には、①就業規則第４７条第１項第１号

及び第４８条に基づき、同日から３０日間の休職を命じる、②上記休職

期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、就業規則第５０条により、

休職期間満了の令和４年７月６日をもって一般退職となる、③復職を希

望する場合は、休職前と同様の労務提供ができる旨の診断書の提出を求

める旨記載されていた。 

 

⑹ 令和４年６月２０日、組合らは、会社に対し、「労働組合加入通知書」

を送付し、Ａ１が組合に加入した旨通知するとともに、「団体交渉申入

書」（以下「本件団交申入書」という。）及び「分会要求書」（以下

「本件分会要求書」といい、上記労働組合加入通知書及び本件団交申入

書と併せて「本件団交申入書等」という。）を送付し、本件団交申入れ

を行った。 

本件団交申入書には、要求事項として、①労働関係諸法律を厳守す

ること、②分会事務所と掲示板の貸与、その他の組合活動に必要な会社

施設の利用を容認すること等が記載され、団交日程として、同年６月３

０日、同年７月１日、同月４日及び同月６日を挙げ、これらの日程から

候補日を選び、同年６月２７日までに連絡することを求める旨記載され

ていた。 

また、本件分会要求書には、分会要求事項として、①Ａ１に対する

社長による暴言、パワハラ等について組合と協議し、謝罪すること、②

Ａ１が入社した時点の組合との協定に基づき一時金を支払うこと、③Ａ

１の労災終了後の職場復帰に伴う労働条件問題について組合と協議し、

労災前と同じ就労体系にすること、④就業時間を組合員が入社した当時
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の時間帯に戻すこと、⑤４．６．６休職命令通知書についてまず撤回し、

協議の中で説明すること等が記載されていた。 

                           

⑺ 令和４年６月２８日、会社は、Ａ１に対し、「事務連絡」と題する文

書を送付した。同文書には、①組合から本件団交申入書等を受け取った、

②４．６．６休職命令通知書に記載のとおり同年７月７日の休職期間満

了までに復職しない場合は、休職期間満了により自動的に退職扱いとな

り、本件団交申入書等が送付されたことによって変更されるものではな

い、③復職を希望する場合は、休職期間満了前に、休職前と同様の労務

提供ができる旨の主治医の診断書を添えて、復職申出の手続を履行する

よう求める旨記載されていた。 

 

⑻ 令和４年７月５日、Ａ１は、会社に対し、同日付け文書を送付した。 

上記文書には、①同日、Ｃ２で受診し、職場復帰のための診断書を

申請したが、検査結果がまだ療養を要するとなった、②診察及び検査観

察をＣ２で受診することになった、③従来どおり運転の業務を行いたい

旨を表明するが、まずはリハビリを行うなどと記載されていた。 

 

⑼ 令和４年７月８日、会社は、Ａ１に対し、「通知書」を送付した。上

記通知書には、Ａ１の休職期間は同月７日までであったところ、Ａ１は、

同日までに復職しなかったため、就業規則第５０条に記載のとおり、同

日をもって会社を一般退職となったなどと記載されていた。 

 

⑽ 令和４年７月１１日、会社は、Ａ１に対し、「ご連絡」と題する文書

を送付した。上記文書には、①Ａ１が同月７日、休職期間満了により、

会社を退職となった、②上記⑻の文書を受領したが、同文書においても
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療養が必要であるとのことであり、Ａ１の退職について変更はない、③

健康保険証の返却を求める旨記載されていた。 

  

⑾ 組合は、同日、大阪府労委に対し、会社が本件団交申入れを応諾する

こと等を調整事項とするあっせん申請を行ったが、会社がこれに応じな

かったため、令和５年１月２７日、上記あっせん申請を取り下げた。 

 

⑿ 会社は、その後も本件団交申入れに応じていない。組合は、令和５年

３月２９日、大阪府労委に対し、本件救済申立てをした。 

 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 争点（会社が本件団交申入れに応じなかったことは、労組法第７条第２

号の不当労働行為に当たるか。）について 

⑴ 本件団交申入れにおいて組合が申し入れた団交事項は、本件団交申入

書及び本件分会要求書に記載されているとおり、①労働関係諸法律の厳

守、②分会事務所と掲示板の貸与などの組合活動に必要な会社施設の利

用、③Ａ１に対する社長による暴言、パワハラ等について組合と協議し

謝罪すること、④Ａ１が入社した時点の組合との協定に基づき一時金の

支払いをすること、⑤Ａ１の労災終了後の職場復帰に伴う労働条件問題

についての組合との協議等、⑥就業時間及び⑦４．６．６休職命令通知

書の撤回及び説明等であった（前記第３の３⑹）。これらの団交事項は、

組合員の労働条件その他の待遇に関する事項又は組合らと会社との間の

団体的労使関係の運営に関する事項であって、会社が処分可能なもので

あるから、義務的団交事項に当たる。 

    そうすると、会社が正当な理由がなく本件団交申入れに応じなかった
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のであれば、労組法第７条第２号の不当労働行為となる。 

⑵ そこで、会社が本件団交申入れに応じなかったことに正当な理由があ

るか否かについて検討する。 

ア この点について、会社は、Ｃ１協からの本件指示に従って本件団

交申入れに応じなかったものであるが、組合との交渉窓口をＣ１協

に一本化するとのＣ１協の方針には合理性があり、会社はそれに従

わざるを得ない立場にあるから、会社が本件指示に従って本件団交

申入れに応じなかったことには正当な理由がある旨主張する。 

(ｱ) しかしながら、上記⑴のとおり、本件団交申入れに係る議題は義

務的団交事項であるから、仮に本件指示に関して会社の主張する

ような事情があったとしても、会社の団交応諾義務が免除される

ものではないから、Ｃ１協から本件指示を受けていたことは、会

社が本件団交申入れに応じないことの正当な理由となるものでは

ない。 

(ｲ) 上記の点をおくとしても、会社が本件団交申入れの核心的要求と

考えていたというＡ１に対する休職命令の撤回に関する議題は、

Ａ１が通勤途上に交通事故に遭い、会社で就労することができな

くなったことを理由に発せられた４．６．６休職命令に関するも

のであり、しかも、当時、Ａ１は組合を脱退していた。そうする

と、上記議題は、本件ゼネストとは全く関係のない、会社とＡ１

との個別の労使問題にすぎないところ（なお、会社は、本件団交

申入れはＣ１協との対立抗争のための組合の拠点確保が目的であ

ると考えざるを得ない旨主張するが、本件団交申入れの目的がこ

の主張のとおりであることを認めるに足りる証拠がないことは、

後記のとおりである。）、本件指示が本件ゼネストを契機として

発せられたことや本件指示に係る文書の内容に照らすと（前記第
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３の３⑴、⑵）、本件指示が上記のような本件ゼネストとは全く

関係のない個別の労使問題を議題とする団交まで禁止していると

は解されない。 

また、会社は、本件団交申入れは、Ａ１の復職自体が目的とい

うよりも、Ｃ１協との対立抗争のための組合の拠点確保が目的で

あると考えざるを得ないから、Ｃ１協の方針等から離れて独自に

対応することはリスクが大きいとも主張する。しかしながら、本

件団交申入れの目的がＣ１協との対立抗争のための組合の拠点確

保であることを認めるに足りる証拠はない上、上記のとおり、Ａ

１に対する休職命令の撤回に関する団交に応じることが本件指示

によって禁止されていたということはできないから、会社がＣ１

協の方針等から離れて独自に対応することのリスクが大きいなど

として本件団交申入れを拒否することは許されないというべきで

ある。 

(ｳ) これらの事情に加え、会社が組合に対して本件団交申入れに応じ

ない理由を説明した形跡がないことをも考慮すれば、いずれにせ

よ、会社が本件指示に従って本件団交申入れに応じなかったこと

は、正当な理由に基づく団交の拒否とはならないというべきであ

るから、会社の上記主張を採用することはできない。 

イ また、会社は、Ａ１に対する休職命令の撤回に関する議題につい

て、会社としては上記休職命令を撤回することは困難であり、仮に

団交を開催しても譲歩・合意の余地はないから、団交を行うこと自

体無意味であると考えた旨主張する。 

     しかるに、前記第３の２並びに同３⑷、⑸、⑻ないし⑽の事実によ

れば、Ａ１に対する４．６．６休職命令及びこれに基づく同組合員

の退職に係る手続は会社の就業規則に則って行われたものと認めら
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れる。しかしながら、会社が上記休職命令を撤回することは困難で

あり、団交を開催しても上記休職命令の撤回に関する議題について

譲歩の余地はなく、合意の成立する見込みがないと会社が考えたと

しても、会社には、団交の場で、組合に対し自らの見解を明らかに

し、これに関する組合からの質問があれば回答するなどして協議を

行うべき義務があると解するのが相当である。 

     なお、会社は、団交においてＡ１に対する休職命令について譲歩の

余地がないことを説明すること自体、会社にとってリスクがある旨

主張するが、かかる事情が本件団交申入れを拒む正当な理由になら

ないことは、上記アのとおりである。 

     以上のとおり、Ａ１に対する休職命令の撤回に関する議題について、

団交を開催しても会社に譲歩の余地がなく、合意の成立する見込み

がないと会社が考えたことは、本件団交申入れを拒否する正当な理

由とはならないというべきであるから、会社の上記主張を採用する

ことはできない。 

⑶ したがって、会社が本件団交申入れに応じなかったことは、正当な理

由のない団交拒否であり、労組法第７条第２号の不当労働行為に当たる。 

２ 救済方法について 

上記のとおり、会社が本件団交申入れに応じなかったことは労組法第７

条第２号の不当労働行為に当たるところ、これに対する救済方法としては、

初審命令のとおり、会社に対して団交応諾及び文書の交付を命ずるのが相

当である。 

３ 結論 

以上によれば、本件再審査申立ては理由がない。 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。 
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令和７年５月２１日 

 

                 中央労働委員会 

                   第三部会長  石 井  浩 


